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姫路製造所における爆発・火災事故に関する起訴について 

 

2012年 9月 29日の弊社姫路製造所事故につきまして、本日、弊社社員が、業務上過失致死傷罪の

疑いで、神戸地方裁判所に起訴されましたのでご報告申し上げます。 

 

現段階では詳細は把握しておりませんが、弊社といたしましては、今回起訴されたとの事実を厳粛

に受け止め、「安全が生産に優先する」という社是のもと、二度とこのような事故を起こさぬよう現在

実施している再発防止策を徹底し、「社会から信頼される化学会社への再生」を目指して参ります。 

 


